
 

 

 

 

 

 

平成３１年第２回教育委員会定例会会議録 

 

 

 

 

１ 日 時  平成３１年２月１８日（月）１３：３０～１５：００ 

２ 会 場  教育委員会 会議室 

３ 出席者  浅井教育長・萩原教育長職務代理者・小西委員・栗原委員・ 

西田委員・教育次長（管理担当）・教育次長（指導担当）・ 

管理課長・学校教育課長・生涯学習課長・生涯学習課主幹・ 

  体育振興課長・人権教育推進室長 

 

 

 



 

 

教育長 ： それでは、平成３１年第２回相生市教育委員会定例会を始めさせていた

だきます。 

      日程２、議事録署名委員の指名を行います。西田委員を指名します。よ

ろしくお願いいたします。 

 

西田委員： はい。 

 

教育長  ： 日程３、事務局出席職員の報告をお願いします。 

 

管理課長： 両教育次長、各課長、書記としまして管理課副主幹が出席しておりま 

す。以上でございます。 

 

教育長 ： 日程４、経過報告をお願いします。 

 

教育次長（管理・指導担当）：それでは、１月３１日の教育委員会定例会以降の経過

につきましてご報告させていただきます。資料の方をお開き願います。 

 

 （経過報告に基づき以下の事業について概要説明） 

 

1/31  地産地消料理教室(那波中２年) ～１日 

2/2  ＪＡ環境チャレンジ発表会(双葉小) 

2/2  兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会試走・結団式 

2/2  西人教啓発活動委員会   

2/3  兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会(加古川市) 

2/5  播磨西女性教育委員幹事打合せ 

2/5   市議会議員等人権研修会 

2/6   地産地消料理教室(双葉中２年) ～８日 

2/6   教育研究所研究発表会 

2/6   第９回人権教育推進委員研修会 

2/7   第３回相生市初任者研修会 

2/8   平成３０年度第８回相生市教育委員会職員 採用試験委員会 

2/13  第３回校長面談(那波中校区) 

2/13  関西電力相生営業所人権研修会 

2/14  総務文教常任委員会 

2/14  第１回かがやき顕彰表彰式 

2/15  平成３０年度相生市教育委員会職員(学校給食員)採用第２次試験 

2/15  地産地消料理教室(矢野川中１年) 

2/15  相生の教育を語る会 



 

 

2/16  金ヶ崎学園大学学園祭 

2/16  なぎさ deマルシェ 

2/17   自主事業 相生市ゆかりの音楽家による「なぎさコンサート」 

       

 

教育長 ： 説明は終わりました。その他追加説明はありますか。 

 

管理課長： ございません。 

 

教育長 ： それでは質疑に入ります。経過報告全体に渡って、何か質問等がござい

ましたらどうぞ。 

 

教育長 ： 質疑がないようですので経過報告をご了承願います。 

日程５、議事に入ります。（１）議決事項『議第２号 相生市放課後児童

保育学級条例施行規則の一部を改正する規則の制定について』提案説明を

お願いします。事務局より説明をお願いします。 

 

生涯学習課長：（提出議案に基づき説明） 

※説明の要旨：放課後児童保育学級定員を変更するため、相生市放課後児童保育学級

条例施行規則の一部を改正することについての報告。 

 

教育長 ： 説明は終わりました。本件について、何かご質疑はありませんか。 

 

委 員 ： 定員が増えることについては、要望があることだと思うのですが、定員
について、子ども何人に対して何人までというような基準があるのかとい
うことと、空き教室の確保と指導者の確保をどのように考えているのかを
教えていただきたいのですが。 

 

教育次長（管）： １点目の基準でございますが、１㎡当たり何人という基準はござい

ます。そして、学童保育の考え方でございますが、相生市は子育て応
援都市宣言もしておりますので、需要に対しては対応していきたいと
考えております。もちろん、ご指摘がありましたとおり、教室の確保
でありますとか、指導員の確保などについては問題があります。その
点は、学校の協力を得ることや、指導員の確保の努力をいたしまして、
対応したいと考えております。参考ですが、今回改正させていただき
ます那波小学校と、双葉小学校につきましては、今後５年は人数が増
えると見込んでおりまして、他の学校につきましては微減であるかな
と見込んでおります。それぞれ、ある程度の増減はあると思いますが、
対応していけるものと考えております。 

 

教育長 ： その他、質疑はございませんか。 

 



 

 

 

教育長 ： その他、質疑はないようですので、議第２号については原案どおり可決
ということとさせていただきます。 

続きまして、提出議案（その２）の（２）報告事項、ア『報告第２号 平

成３０年度教育費補正予算（３月）（案）について』を議題といたします。

事務局より説明をお願いします。 

 

管理課長 ：（提出議案に基づき説明） 

※説明の要旨：管理課長が各課・室の平成３０年度教育費補正予算概要について一括

報告 

 

教育長 ： 説明は終わりました。本件について、何かご質疑はありませんか。 

 

委 員 ： 国の国庫補助と別にあります、元利償還金というものは借金になるので
すか。 

 

管理課長： はい、借金になります。元金と利息ということです。国の補助金以外に
つきましては、お金を借り入れますので、その借金払いについて６０パー
セント相当を国の財政措置で手当てされるというものであります。 

       

委 員 ： 借金だけどすぐに返さなくていいというものですか。 

 

管理課長： そうです。これは償却期間があります。エアコンでしたら、耐用年数が
１３年ですので、償還期間１０年で借入れています。その元金と利息分に
対して財政措置があるというものでございます。 

 

教育長 ： その他、質疑はございませんか。 

 

教育長 ： その他質疑はないようですので、本件については報告を了承いただけた

ものといたします。 

続きまして、イ『報告第３号 平成３１（２０１９）年度教育費当初予

算（案）について』を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

管理課長 ：（提出議案に基づき説明） 

※説明の要旨：平成３１（２０１９）年度教育費当初予算概要について一括報告 

 

教育長 ： 説明は終わりました。本件について、何かご質疑はありませんか。 

 

教育長 ： 質疑はないようですので、本件については報告を了承いただけたものと

いたします。 

続きまして、ウ『報告第４号 相生市いじめ問題調査委員会条例の制定

について』を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 



 

 

 

学校教育課長：（提出議案に基づき説明） 

※説明の要旨：相生市いじめ問題調査委員会条例の制定について報告 

 

教育長 ： 説明は終わりました。本件について、何かご質疑はありませんか。 

 

教育長 ： 本件は、いじめについて重大事態が発生した時に、それを調査するため
の組織として相生市いじめ問題調査委員会を設置するための根拠となる条
例ということでよろしいですね。 

 

学校教育課長：そのとおりでございます。 

 

教育長 ： その他、質疑はございませんか。 

 

教育長 ： 質疑はないようですので、本件については報告を了承いただけたものと

いたします。 

続きまして、エ『報告第５号 相生市立上松隣保館条例等の一部を改正

する条例の制定について』を議題といたします。事務局より説明をお願い

します。 

 

生涯学習課長、体育振興課長：（提出議案に基づき説明） 

※説明の要旨：相生市立公民館及び相生市立体育館等の使用料を改正するため、相生

市立上松隣保館条例等の一部を改正する条例の制定について報告 

 

教育長 ： 説明は終わりました。これは、全庁的なものの中で、教育委員会として
は生涯学習課、体育振興課が関係する部分について改正をするものであり
ます。本件について、何かご質疑はありませんか。 

 

教育長 ： 質疑はないようですので、本件については報告を了承いただけたものと

いたします。 

日程６、その他に入ります。『(1) １月分学校事故発生状況報告、(2) １

月分不登校等の状況報告、(3) 小中学校におけるいじめの現状報告』を

まとめて報告願います。 

 

学校教育課長：（提出資料に基づき説明） 

 

教育長 ： それでは、ただいまの報告について、何かご質問等ございませんか。 

 

委 員 ： 前に、親が子どもにという事件がありましたが、保護者がといったもの

は、先ほどのいじめの条例には含まれるのでしょうか。 



 

 

 

学校教育課長：先ほどの条例につきましては、いじめの定義がございますので、そこ

から考えますと、虐待は当てはまらないと考えております。 

 

教育長 ： その他、何かご質問等ございませんか。 

 

教育長 ： 質問はないようですので、そのようにご了承願います。 

 次に、『(4) ３月分行事予定報告』をお願いします。 

 

各課長 ：（資料に基づき、主だったものを報告） 

        ４月の臨時会は ４／１（月）１６：００～ 

        ４月の定例会は ４／２４（水）１３：３０～ 

 

教育長 ： 説明は終わりました。ただいまの報告について何かご質問等ございませ

んか。 

 

教育長 ： ないようですので、そのように了承願います。 

 

教育長 ： 次に『(5) その他』について事務局何かありますか。 

 

管理課長： 配布物の確認（中学校卒業式案内、他市町教育委員の異動報告） 

 

教育長 ： 他には何かありますか。 

 

教育長 ： この際ですので、教育委員さんから何かございますか。 

 

教育長 ： 特にないようですので、平成３１年第２回教育委員会定例会を閉会させ

ていただきます。どうも、ありがとうございました。 

 

 

 

１５：００ 終了 


